
株式会社 宮本組の取組 

所 在 地   長浜市 

業  種   建設業 

労働者数  10人（男性 7人、女性 3人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間   平成３０年９月１日 ～ 令和５年８月 3１日 

内  容 

☆目標１  

小学校就学未満の子をもつ社員を対象とする短時間勤務制度やフレックスタイ

ム制度等、柔軟な働き方のできる労働時間制度を導入する。 

【目標を達成するための方策と実施時期】 

平成 30年９月～ 制度内容の検討。 

平成 30年９月～ 就業規則の改定、届出及び周知。 

 

☆目標２ 

育児休業の取得状況を次のようにする。 

・男性社員 1名以上取得すること  ・女性社員 取得を積極的に推進すること 

【目標を達成するための方策と実施時期】 

平成 30年９月～ 育児休業制度の社内周知及び管理職に対する研修の

実施。 

平成 30年９月～ 休業取得者に対する相談窓口の設置。 

 

☆目標１ 

・令和 5年 8月 7日に就業規則の改定の届出をした。 

 

☆目標２ 

・男性の育児休業取得率…50％ 

育児休業取得者 1人/配偶者が出産した労働者 2人  

・女性の育児休業取得率…100％ 

≪平成 29年 9月 1日から令和 5年 8月 31日（計画期間の末日まで）≫ 

育児休業取得者 1人/出産した労働者 1人 

・育児休業制度・相談窓口について資料及び案内（文面）を交付することにより 

周知した。 

・管理職に対し、育児休業の資料に基づき研修を実施した。 

■行動計画 

■行動計画取組状況 


